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非自治地域に対する国際監督

家 正　　治

I　は　じ　め　に

　近代国際法の歴史的性格を見る場合，それは強く植民地主義と結びっいて

いたことが指摘されう手。例えば，植民地獲得の正当化のために，「先占の法

理」がもちだされ，非ヨーロッバ地域は，たとえそこに人が居住していよう

とも，r無主の土地」としてヨーロッパ諸国の先占の対象とされ，支配分割さ

　　　　　　（ユ）
れたのであった・植民地は，国際法上ヨーロッパ諸国の支配の客体としかみ

たされず，過酷た搾取の下におかれたのであった。！9世紀に入ると，商品販

売市場また労働力の供給地としての観点から，国際条約にある程度植民地人

民のr保護」が規定された。さらに第一次世界大戦後，国際連盟の下に委任

統治制度が設けられ，植民国家が統治を行なう際に国際連盟という国際組織

の監督をうける新しい植民地統治の方式が生み出されたが，植民地は，．ヨー

ロッパ諸国の超過利潤追求のための支配の客体としてしか考えられなかった

　　　　　　　　　　　　　　　　　（2）
という点では本質南に変っていたかった。しかし国際組織による一監督一も

っとも連盟の監督といっても，璋盟規約では受任国による年報の提出だけで，

また運用上の必要から委任統治地域住民の請願を認めることにしたが，そ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（3）
の請願は受任国を通じてしか行なわれえたいという制限的なものであったが

一を受けるという一定の前進が達せられたのである。しかしこの委任統

治制度の下におかれた地域は，敗戦国の植民地だけで，連合国の植民地には

（1）太寿堂鼎，国際法上の先点について，法学論叢・第61巻第2号（昭和30年），36頁以下参照。

（2）　田畑茂二郎，国際法の話，N互Kブックス37，昭和4丑年，ユ37～148頁。

（3）田畑茂二郎，国際法，岩波全書，昭和4i年・247～263氏

　　　　　　　　　　　　　　　（1）



この制度は適用されたかった。後者の植民地に関しては，連盟規約は第23条

（b）で，「自国ノ監理二属スル地域内ノ土着住民二対シ，公正ナル待遇ヲ確

保スルコトヲ約ス」という規定を設けた牟けで，連盟による監督のための具
　　　　　　　　　　　　　　　　　一（4）
体的た措置をなんら設けていたかった。

　第二次大戦後，委任統治制度をひきついで，国際連合憲章第12章によって

国際信託統治制度が認められ，また連盟規約第23条（b）を先例として憲章第

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（5）
11章の下に非自治地域制度が認められた。以下この小稿において，信託統治

制度と対比しながら，非自治地域に対する国連の監督および機能を見ること

を通して，植民地問題に対する国際法の現在の体制の一端に触れてみたいと

考える。

皿　非白治地域制度の創設

　1944年のダンバートン・オークス会議には，r信託統治」といわれる新制度

が議題として上程された。しかしこの会議では，当問題に関係する研究がた

されていなかったためその審議は延期され，信託統治の問題は後の連合国会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（6）
講の議題におかれることが了解されただけで，ダンバートン・オークス提案

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（7）
では植民地問題についてなに、も触れていなかったのである。連盟規約に於て

植民地問題について規定しておきたがら，この提案で植民地問題に触れてい

（4）実際にこの規定を履行せしめるためのたんらの機関も作られたかった。もっとも従属地域

　の状態改善のため総会は奴隷問題に関する委員会を設置し，またアフリカおよび東南アジアに

おける保健等に関する会議を招請したが，植民地問題として扱かったものではなかった。

Rebe正tE・Ashor，TheUnitedNat王。nsandP正。mtionsofthe　Gene胞1WeIf趾e，1958，p．83L

（5）例えばエチオピア代表は，「第11章の内容は連盟規約第23条（b〕から直接生み出されたもので

　ある」と言っている。Gone醐1A昌昌embly0冊。ialRocords，ユ6thSession，u10thpieh趾y

　meeting，P．1ヰ06．

（6）　R日1ph　J．Bunche，一Trustee島hip　and　No皿一SeIf－Goveming　Territories　in　the　Charter

　of　the　Un土ted　N日ti⑪m，The　Dep趾tment　of　St且te　BulIetin，vol・XIII，No．3ヰO，ユ945，

P．1038、

（7）米国国務省は信託統治に関する提案の準備にかかっていたが，国務省と陸・海軍省との間

に日本領有のまた委任統治の島（太平洋）に対する信託統治の適用に関する不一致により，国

務省がダンバートン・オークス会議に送付した提案には信託統治についてたにも含んでいたか

　った。　L巳Iand　M．Goodrich，The　United　Nations，1959，p．2971

　　　　　　　　　　　　　　　　（2）



　　　　　　　　　　　　　　　　　　（8）
ないということに，すぐさま批判が起ったのは当然であった。

　1945年2月のヤルタ会談では，信託統治制度は，け〕委任統治地域，1口〕第二

次大戦の結果敵国より分離される地域，および〔自発的に信託統治におかれ

る地域に適用される，ことが決められた。ここで注目されることは，自発的

に（イ）および（口以外の地域を信託統治におくことを可能に一したことである・す

なわち従来の委任統治地域および敵国の保有していた旧従属地域と同様に，

連合国が保有していた1日従属地域と同様に連合国が保有していた従属地域を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（9）
等しく信託統治制度の下におきえる道を開いたということであ飢しかし連

合国が自発的に信託統治制度におかない地域については，この段階では考慮

が払われていなかったのである。またヤルタ会談では，連合国全体会議前に，

信託統治についての原則および機構について，四招請国とフランスによる五

　　　　　　　　　　　　　　　　（1o）
カ国協議会をもつことが決められた。

　この五カ国会談は，連合国会議に先だって開かれず，彼らのサソフラソ．シ

スコ到着後，すなわち連合国全体会議と平行して開かれたのである・連合国

会議は，r総会」問題を扱う第2委員会（COmmissi㎝II）の下に，信託統治

制度の審議のために一策4専門委員会（Committee4）を設置した。会議が開

かれた際に当問題に関する提案がなかったことから，種々の提案がなされたb

すなわち四つの招請国，フランス，およびオーストラリアに一よって提案され
　　　　　　（11）
たものであった。米国，ソ連，中国およびフランスによる提案は，信託統治

制度に関するもので，それらの内容は類似していた。しかし現行の憲章第11

章の出発点を与えた提案は，植民国家である英国とオーストラリアによって

（8）　Huntington　Gilchrist，Colo皿三al　Questions　at　the　San　Francisco　Conference，The

American　Poiitica三Scien㏄Reviow，vol．XXXIX，No－5，ユ9ヰ5，p．982．

（9）信託統治制度の運用が成功すれば、この自発的適用が行われるであろうという希望で含ま

れたにすぎたかった。T］ユe　U皿jted　Natio血s㎜d　No皿一Se1f－Goveming　Te打it0fies二I皿teエ・

nat王。naI　Conciliation，No．435，ユ9ヰ7，p．703．

（10）またヤルタ会談は具体的にどの地域が信託統治制度の下におかれるかは，五カ国協議会お

　よび連合国全体会議では審議せず，後の協定ピ任すことに決定した。芳賀四郎，国際連合憲章

　の解説，昭和24年，366頁。

（11）たお以上の提案に加えて若干の諸国より附随的な提案があった。

　　　　　　　　　　　　　　　（3）



行なわれた。当時労働党政権であった英国政府は，その自治領の政府から，

特に強く反植民地主薬をとたえていたオーストラリア政府とニュー・シーラ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ユ2）
ソト政府によ．って，国際監督の制度を受け入れるよう圧力をかけられていた。

これらの提案は，すべての従属地域に妥当するものとしての信託統治の原則

を認める一般的声明を含んでいた。英国の提案は，「近代世界の激甚た状態の

下で未だ自立することができない従属人民の居住する従属地域」に対し，加

盟国はその福祉を増進することを神聖な信託として受諾するというものであ
（工3）

り，連盟規約第22条の原則に基本的に基づいたものであった。一方オースト

ラリアの提案は，より発展したものであり，施政国が国迦こ報告する義務を
　　　　（14）
含んでいた。

　　　　　　　　　（工5）
　専門委員会の議長は，平行して開かれていた五カ国協議会の議長（アメリ

カ）に，信託統治に関する基準文書を提出するよう要請し，それに答えて委

　　　　　　　　　　　　（ユ6）
員会に基準文書が手渡された。これは，一般政策と信託統治制度の二つの部

分からなり，最終的には前者は第！1章に，後者は第12軍および第！3章になった

部分である。しかし一般政策の部分には，現行の第73条（・）に相当する部分が

たいことから，さらにオーストラリアは，以前の提案を発展させた提案を行

なった。すなわち，従属地域人民の保健，栄養，安寧，教育，経済および労働条

件に関するあらゆる有効な統計および技術的性質の他の情報を，国連事務局

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ユ7）
に定期的に送付することが含められていた。この線にそらた修正がなされ，一

般政策の部分は第11章のr非自治地域に関する宣言」として独立したのである。

（12）LEs　Nations　Unies，Chantior　De　L，Avenir，Tiers－M㎝de，Tome　l，1961，pp．40－41一

（13）　Documonts　of　theリnited　Nations　Conference　on　Intermt三〇m三〇rganization，Sm

　F胞ncisco，Vol－3，Doc．2，G－26（d），1945，p．609．

（14）　U．N．C．I．0．，Vo1．3，Doc．2，Gμ4（I），ユ9ヰ5，pp．548－549．

（15）Commite・4の議長はニュー・ジーランド首相Petor　Frasorであった。

（16）この基準文書は，Proposed　Working　P日per　for　Chapter㎝dep㎝dent　territories

日nd　amngem㎝ts　for　Intematioml　Trusteeshipといわれるものである。なお文書はすで

　に出されている諸提案を排除するものでたいことが記されている。U・N・C．I．O・，vol・10，

　Doc．323．II用12，p．678．

（17）　N．U．Cl　I．O．，voI．3，Doc，575，II用12（a），1945，pp．695－696．

　　　　　　　　　　　　　　　（4）



　五カ国協議会および専門委員会において，特に問題になったことは，植民

地の「独立」を「自治」に加えて明記すべきか否かに関してであった。フラ

ンスは，本国との連邦形態が望ましいものであり，小さな独立国を生み出す

ことは混乱に導くと主張し，英国は，「独立」を挿入することによって独立を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（18）
真近にひかえた諸国に施政国は援興を止める結果とたると挿入に反対した。

さらにベルギー，オランダ，南アフリカの植民国家は，自国の植民地に対す

る影響をできるだけ避けようとし，独立を目的とすることに反対したのに対

し，インド，フイリッピソ，中国，イラクおよびメキシコを始めとする中南

　　　　　　　　　　　　　　（ユ9）
米諸国はこれに反対して団結した。妥協として信託統治制度の日的に「独立」

がかかげられたが，非自治地域制度の目的にはr白治」の発達をかかげただ

けであった。米国は，「独立」を目的にかかげることに反対していたものの，

この対立において，「自治」は独立を排除したい，すなわち独立は自治の一形

態であるという妥協的見解を打ち出した。会議はこの解釈を基にして投票に

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（20）
ふされ，フイリッピソの反対を除いて採択されたのである・

　会議にはかなりのアジア諸国が参加しており，反植民地主義諸国の勢力が

以前の国際会議に比し強まっていたとはいえ，西側諸国はこの会議を支配し

ていたのである。したがって，非自治地域制度の目的に独立がかかげられた

かったことは・植民地主義諸国の勝利と見るよりはむしろ・未だ反植民地主

義諸国の力が十分強くなかったことによるといえるであろう。そして植民地

主義諸国と反植民地主義諸国との妥協によって，また会議の当初に審議すべ

き基本文書がなかった時問的圧迫によって，憲章第1！章を曖昧にした面があ

る。しかしこれは反植民地主義諸国にとって障害とたったのではなく，かえ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（21）
って有効た武器として使用されていくのである。

（18）　Ruth　B．Russeu，A　Hi昌tory　of　the　United　Nations　Ch眈ter，1958，p．8ユ5．

（19）高坂正瑳，1韮1際連合の成立，国際連合の研究，第一巻，昭和37年、・ユ6頁。

（20）　Artb耐N．Holcombe　cha…rm且n，Strengtben三ng出e　United　N呂t三〇ns，ユ957，p。工23。

（21）Tou・・aintは，第11章が曖昧に起草されていたかったたらば，諸国の同意が得られず，多

分非自治地域人民に関して憲章にな々らの言葉を残さ次かったであろう・とのべてい孔

　睨w趾ds　Touss邊jnt，Tbe　ye趾book　of　Wor1d　A脇r苫，ユ956，p．川．

　　　　　　　　　　　　　　　（5）



皿　「非自治地域に関する宣言」の法的性質

　「非自治地域に関する宣言」と題される第1！章は，第73条および第74条の

ニカ条からたっている。第73条は，r人民がまだ完全には自治を行なうに至っ

ていない地域」の施政を行なう国連加盟国に，当該地域の住民の福祉を最高

度まで増進する一般的た義務を課し，またそのために・頃よりθ項において

履行すべき義務を細かく列挙している。また第74条において，加盟国は，そ

の地域における外人の社会的，経済的および通商的問題について，自国が少

なくともその本土で外人に与えていると同程度の善い待遇を与えることを約
　　（22）

来する。しかし，これらの義務は抽象的で，施政国に新しく課された実質的

た義務は，第73条（e）の情報の定期的送付のみである。

　施政国は，第11章は施政国の善意の宣言であり，国連にたいしてなんらの
　　　　　　　　　　　　　　（23）
義務を負うものではないと主張し，その根拠の一つとして，第1！章が「非自
　　　　　　　・・　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　（24）
治地域に関する宣言」（傍点筆者）と題されていることを指摘する・勿論反植

民地主義諸国は，この主張に満足するはずはなく，第11章は他の章に劣らだ

　　　　　　　　　　　　　　　　　（25）
い法的拘束力のある宣言であると主張する。それでは第11章の法的性質をど

のように見ればよ一いのであろうか。確かに，サンフランシスコ会議において

二つの植民国家が提案を行ない，第11章の出発点を与えた。しかしその当時

の彼らの意向がたとえ単なる一方的宣言のものであるとしていても，国際会

議において採択されたからには，憲章の他の部分と同様に拘束力あるものと

してとられたのであ乱また施政国が，「宣言」と題されていることから，拘

束力のないことを主張するにたいして，Fraz童。は，「国際法上，宣言（Dec！a抱一

tiOn）というのは，協約（ConventiOn）すたわち立法条約（LawmakingTreaty）

（22）田岡良一，国際法講義，上巻，昭和30年，407頁。

（23）M．S．Rajan，United　Nations　and　Domestic　Jur三sdictiOn，1958，p，265以下参照。

（24）　例えば，Gene正al　Assemb1y，0筋。i邑1Reoords，nth　Session，ヰth　Committee，617th

nleeting，1957，p．338．

（25）　例えば，Gene蜆I　Assemb工y，0興。ia］Records，Sixteenth　Se昌冨ion，1“Oth　plemry

皿1eet三ng，工962，p．1ヰ06、

　　　　　　　　　　　　　　（6）



　　　　（26）
を意味する」と反論する。例えば，r日本国とソビニト社会主義共和国連邦と

の共同宣言」にも一 ｩられるように，単に第11章が「宣言」と題されているこ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（27）
とから，拘束力のたいことを正当化することはできたいであろう。

　次に第73条は，その前段で「住民」（inhabitants）という語を使用し，同条

a項およびb項において「人民」（peOp1es）という語を用いているが，憲章第

11章は非自治地域住民のどの部分に言及しているのであろうか・特にアフリ

カにおける植民地には，原住民以外にヨーロッバ人，インド人，中国人，ア

ラブ人等の入植者が居住している。しかし，一これらの地域においては，現在

南鰺一デシアにおいても問題にたっているように，一般にあらゆる面におい

てヨーロッパ人は特権的地位をしめてい糺第73条の言及する人的範囲は，

非自治地域制度の創設された趣旨からしても，白人あるいはその他の入植者

のみをさすものでたいことは明白であるが，原住民のみを意味するのか，そ

れとも入植者を含めたすべての住民をさすのか問題になろう。Kelsenは，

「『住民』（inhabi施ntS）は，原住民だけでたく，移住入植者をも意味してい

る。しかし第73条のa項およびb項にいう『人民』（peOp1es）は多分原住民の

　　　　　（28）
みを意味する」とのべている。英国は，すべての住民を意味するとして，「英

国の考えでは，地域の住民はその地域に居住L，また忠誠と愛情をその地域

に与えるすべての人民である。ある程度入植がなされている場合，その地域

の将来はその地域の人民を構成するすべての人種問の真の共同にかかってい

る・英国はsystem　Ofpartnersh1pを採用しており，それは多人種社会の問題

　　　　　　　　　　　　　（29）
に解決を与えるものと考える」というのである。一方，反植民地主義諸国の

（26）　Sergio　Afm宜ndo　Fm尼壷。，IntomatiomI　Re昌pon畠ibi1jty　f0f　Non－Se1f－Governing　Peo－

p1es，The　Ann田1s　of　the　Amer土。an　Ac日demy　of　PoI三tic邑1md　Social　Sc土ence，vo1，296．

　1954，P，61．

（27）第11章が法的拘束力をもっヒとについては，多くの学者が認めている。例えばKelsen，

　Kunz，Asbeck，Tou呂sa王nt等。しかしH，Gilchristは一方的宣言であるという。H．GiIch・

ri日も　ol］．citl，P－986．

（28）　H・Ke1日en・The　LaW　of　the　United　Nations－966・p・55ヰ・

（29）　Gener繧1Assembly，0箇。i日1Records，7th　Se冨sion，4th　Committee，251昌t』eeting，

　ユ952，p．6．

　　　　　　　　　　　　　　　（7）



見解は，一般にそれは原住民のみに限られるという傾向にある。例えば，エ

チオピア代表は’「第11章の義務は，・絶対的でたいにしても主に原住民に関

するものである。第11章の制度の保護は，原住民に向けられているが故に，

原住民という言葉を使用寺ることが正しいであろう」と言うのである。ここ

では，問題点の提起にとどめ，当問題に関する国連の対応については，南口

ーデツア間題を扱う稿で考察することにする。

IV一施政国の情報提出義務

　憲章第11章は，住民の福祉を増進する義務を施政国に課しているが，施政

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（30）
国に・課す実質的な義務は第73条（e）の情報の定期的送付のみである・この情

報送付も種々の制限に従うことが条件とされており，それは（1経済的，社会

的および教育的状態に関する情報であること，（2〕安全保障および憲法上の考

慮から必要な制限に従うこと，さらに（3情報用として送付されるということ

である・この様に，信託統治制度における国連の監督機能に比較し，非自治

地域制度におけるそれは非常に小さなものであるが，早くも第1総会から信

託統治制度を模倣する動きが現われたのである。

　信託統治制度の場合，施政権者の提出する報告は，年次報告であるが（第

88条），第73条（e）はr定期的」に送付すると規定しているだけである・この

定期的とは何を意味するカ北関して，第1総会第2部で信託統治制度と同様
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（31）
に，毎年であることが問題なく決められた。

　問題は提出された情報が，どのように扱われるかということである・第73

（30）M目thiotは，第73条a項から・項まで並列的に列挙されていることから，それらの義務の

性質にぼ相違がないと説いている。Andr6Mathiot，Les　Terr土tiores　Non　Autonomes　et

L日Ch趾t・D・冨N目tion・Unies，1949，p・451たお，どのような地域に関して施政国は情

報送付義務を有する加すたおち非自治地域の確定問題については，拙稿，非自治地域の確定

（I＆II），神戸外大論叢，第18巻第第5号（昭和42年）＆第19巻第1号（昭和43年）参照。

（3工）総会決議66（I九たお同決議は・毎年草月30日までに送付することを要請しているが，各

地域の行政年度の相違から・第3総会は各地域の行政年度終了後6ヵ月以内と変更した〔総会

決議218（III）〕。195ユ年に英国は小さた地域については3年に一度にすべきと提案したこと

　がある。Rep砒to正y　of　United　Nation昌P畑。tice，vo1．Iv，1955，pp．14－15．

　　　　　　　　　　　　　　　（8）



条（e）は，単に事務総長に送付するとしか規定していない。施政国はできる

だけ植民地統治への国連の介入をさけようとして，情報はr情報用」のため

に提出されるもので，審議されるために送付されるものではたい。それを審

議することは第2条第7項違反どたり，情報は国連図書館に収めらるべきで
　　　　　　（32）
あると主張した。すたわち，国連は非自治地域の施政に対する監督権を有し

ないと主張したのである。これに対して，他の諸国の態度は，は情報の受理

・審議を信託統治理事会に求めるものと，12にの機能を果すためのアド・ホ

ック委員会の設置を求めるものと，の二つに分けられる。信託統治理事会を

利用する提案は，当理事会は情報を処理するたんらの権限が与えられていた

　　　　　　　　　　（33）
いということで反対され，結局第1総会第2部は，施政国の反対にもかかわ

（34）

らず，r憲章第73条（・）の下に送付される情報に関するアド・ホック委員会」

を設置した。委員会の構成は，施政国と非施政国それぞれ同数からなっ．てお

り，信託統治理事会の構成に類似しているのである。また委員会の任務は，

アド・ホック委員会が将来とるべき手段と，専門機関の助言，専門的知識お

よび経験を最高度に利用することを確保する手段に関し，この情報の審議で

総会を助け，総会に勧告する目的で，情報に関する事務総長の要約・分析を

検討することであった・信託統治理事会は，年報の調査の後に勧告を行たう
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（35）
が，それは個別の決議の形をとらず，総会への一般報告の中に含まれる。ア

ド・ホッ．ク委員会は，補助機関であって国連の名の下に行動することはでき

たいが，総会に対し勧告する点において理事会の機能と類似しているのであ

る。一旦委員会設置の先例ができると，施政国側の強い反対にもかかわらず，

第2総会において，r憲章第73条（・）の下に送付される情報に関する特別委員

会」が設置された。また任務も拡大され，特別委員会は，総会の審議のため

（32）Rebeft　E．Asher，The　United　Nations　and　Promotion　of　tho　GeneraI　Welf趾e，

　1958，p．880．

（33）　Repertory　of　United　Nation呂P正日。t三〇e．op．cit．，p．45．

（苧4）施政国は，ニュー・ジーランド（棄権）以外すべて反対した。

（35）　Repertory　of　United　Nat三〇m　Pr日。tice，op－cit．，p．329．

　　　　　　　　　　　　　　　（9）



に委員会が適当と認める実質的た勧告一個々の地域に関してでなく，職務

上の一般的た分野に関する一を行なうことが決定された。しかし実質的た

勧告を行なうことが委員会に認められたといえども，信託統治理事会で認め

　　　　　　（36）
られているようだ個々の地域に関する勧告は認められていない。

　第3総会においても，前年と同様の任務を有する委員会が設置された。こ

れまで，総会は，総会の度毎に委員会の継続を審議していたが，第4総会に

おいて，委員会は常設的であるべきとするもの，1年限りとするもの，2・

3年であるべきとするものとの問に争いが生じた。委員会の常設化を支持し

て，情報が提出されるかぎり委員会は必要であり，またその常設化によって

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（37）
非自治地域に好ましい心理的効果をもたらされうると主張された。妥協とし

て設置されたのは存続期限3年の委員会である。反植民地主義諸国は，常設

化には失敗したが，委員会は経済，社会，教育問題をそれぞれ3年に一度集一

　　　　　　　　　　　　　　　　　（3島）
中的に研究しえるようにたったのである。

　このr憲章第73条（e）の下に送付される情報に関する特別委員会」は，第

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（39）
6総会において，「非自治地域からの情報に関する委員会」に名称は変えられ，

以後52年，55年，58年にそれぞれ3年の期限で更新されている。

　以上の間で大きく問題にたったことの一つは，政治的情報に関する問題で

あった。信託統治理事会は，各信託統治地域の住民の政治的，経済的，社会

的および教育的進歩に関する質問書を作成し，施政権者はこの質問書に基い

て報告を総会に提出する。一方第73条（e）では，政治的状態について言及さ

れていたい。施政国はこの点を指摘して，例えば米国は，r第73条（・）は，経

済的，社会的，教育的状態に関する情報を提出する義務についてのみ言及す

（36）　Rule昌。f　Proceduro　of　tbe　Trusteesbip　Counci1，TμRev．6，ユ962，Rule1oO．

（37）　Repertory　of　United　N宜t土。n昌P柵。tic巳，oP，cit。，P．46、

（38）委員会は50年，53年，56年，59年，62年に教育状態を，51年，54年、57年，60年，63年に

経済状態を52年，55年，58年，61年に社会状態を集中的に扱かった。

（39）Riv1土nは，委員会の名称からr特別」（spec三al）の語がとれたことは，常設化に向ってい

　る一つの表われであるとい㌔Beゆmin　Riマlin，Intemation目1Conci1王3tion，No．501．

　1955，PP．240－2牟工．

　　　　　　　　　　　　　　　（10）



　　　　　　（40）
るものである」と主張する。これに対し，反植民地主義諸国は，提出さるべ

き情報は第73条（・）に言及するものに限られたい，すなわち第73条（b）は当

該地域の自治を発達させる義務を施政国に課している。この義務の履行を監

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（41）
脅するために政治的情報は必要であるとする・さらに例えばインドは，「政治

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（42）
的発展は，経済的，社会的および文化的発展から分離されえたい」と主張し

た。このような対立の中で，第2総会は，政治的情報の提出は第73条の精神

に一致しているとして，施政国の自発的提出を要請したのである。その後，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（43）
総会は60年に至るまで，同様た趣旨の決議を繰り返し行た二ている。

　この政治的情報と関連して，標準形式（Standard　F0㎜）の問題があった。

信託統治地域の施政権者は，信託統治理事会の作成する質問書（Question－

nair・）に基づいて報告を行なう。しかし，非自治地域制度においては，憲章

上このようた方式は設けられておらず，当初どのような情報を提出するかは

施政国に任されていた。したがって提出された情報は，当該地域住民の状態

について明確な情報を提出しておらず，また提出された情報について施政国

の間に様式の相違があったのである。このことは，質問書に類似した暫定標

準形式の採択に導いた（第2総会）。しかし，これは選択的部分とそうでな

い部分に分けており，選択的部分に1耳，地理，歴史，人民，人権および政府

の綱目が含まれていた。施政国は，この標準形式に従って情報を提出したも

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（44）
のの，選択的部分についてはまったく提出しなかった。このようた施政国の

態度に対し，反植民地主義諸国がとろうとしたことは，選択的部分を減少さ

せようとすることであった。5！年に標準形式は改正されたが，選択的部分は

（40）　Gene閉三Assemb1y，O鼠。ial　Records．16th　Sess三〇n，Fourth　Committee，ユエ75th

　正neet三ng，P一ユ16．

（41）Benjam…n　R王可Iin，op－cit．，p．2仙参照。

（42）　Geno畑工A昌昌emb1y・O欄。ia1Records，Fo11正th　Committee・1162nd　meeting，1961，p，33．

（43）1960年に至るまでにこの点に触れた総会決議には次のものがある一44（II），327（IV），

　637B（VII），8ヰ8（IX），1ヰ8（XIV）o

（44）　Prog正ess　of　the　Non－Se工f－Goveming　Territo正ies　under　the　Cb趾ter，vo1．i，196i　p，2．

（45）総会決議55壬（VI）参照。

　　　　　　　　　　　　　　　（11）



「政府」の綱目しか残っておらず，また「政府」の綱目の一部は他の綱目に

　　　　　　　　（45）
回されたのであった・この標準形式は，信託統治理事会の質問書に非常に類

似し，例えばその綱目の立て方は，質問書のそれに従って作成されているの
　　（46）
である。

　1960年12月，植民地主義を急速かつ無条件に終結せしめる必要があること

を声明したr植民地独立付与宣言」が，総会において採択された。一名「ア

フリカ総会」ともよばれるこの第！5総会は，「非自治地域の政治的および憲法

上についての十分な知識が，独立に向けての地域の発展を正当に評価するた

めに必要であるばかりでたく，経済的，社会的および文化的発展の評価にも

必要である」として，政治的および憲法上の庸報を提出するよう求めた。こ

れまセ政治的情報の自発的提出を求めていたが，ここでは「自発的」という

言葉は使われていないのである。また！961年に，「非白治地域からの情報に関

する委員会」（以下r非自治地域情報委員会」）が更新されたとき，総会は，．

当委員会が職務上の分野に関する情報と同様に政治的および憲法上の情報を

調査し，その観察と結論を総会に報告するよう決定した。このようにここに

至って委員会は，政治的情報の調査にのり出すのである。さらに同委員会は，

第11章と植民地独立付与宣言が十分履行されたと総会が決めるまで，存続す

ることが決められた。すたわち，これは，委員会が常設化したことを意味し
　　（47）

ている。さらに同総会は，事態が個別的審議を必要とする場合を除いて，r同

一の地域あるいは地方にある非自治地域の政治，教育，経済および社会状態・

や問題の集中的研究をする」ことを委員会に指令した。したがって委員会は

必要とあらば個別的地域の審議さえできる権限が与えられたのである。

　それでは，これ以前においては，非自治地域はまったく個別的に審議され

（46）　C．E，Tou昌sa王nt，The　Trustee呂bip　of　the　United　Nations，oP．cit、，P．2ヰ4．この

　標準形式は，委任統治制度の質問書よりも包括的であった。Strength㎝ing　tb・United　Na・

　tions，oP－cit。，P．141．

・（47）後に見るように，第18総会は，同委員会を廃止し，その任務をr植民地独立付与宣言履行

　特別委員会」にひきつがせた。

　　　　　　　　　　　　　　　（12）



なかったのであろうか。反植民地主義諸国は，これを政治問題として扱おう

と・する手を使った。安全保障理事会や第ユ委員会では，個別的に扱ってはな

らたいという制限はたい。例えば，1960年12月15日に非自治地域として総会

が認定したアンゴラに対して，196ユ年3月ユ0日，リベリア，アラブ連合およ

びセイロンは，アンゴラにおいて人権が躁礪されており，これが平和に対す

る脅威となっているが故に，安全保障理事会は，憲章第37条に基き，同地域

の事態を審議するよう求めた。安全保障理事会は，本件を議題としてとり上

げた。そこでは3国の決議案は採択されなかったが，再び総会に持ち出され，

A・A22カ国（後に36カ国）共同決議案が採択されたのである。

　以上のように反植民地主義諸国は，あらゆる努力を重ねて，情報処理の体

制を固め，国連の監督機能を高めてきたのである。

V　自治・独立達成のための国連の機能

　第73条（b）は，非自治地域の白治を発達さすことを施政国に義務づけてい

る。すなわち，非自治地域割度の最終目的は，非自治地域の自治の達成であ

る。しかし，自治が達成したと誰が決定する権限を有するか，またいかたる

基準で自治が達成されたといえるのかに関して，第11章は規定していない。

国連は，非自治地域の自治達成のために，この空隙を徐々に埋めていくので

ある。1946年に非自治地域として74の地域がリストされたが，1948年にはそ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（48）
の！2地域の情報が提出されなかったことから問題となった。このことに関し，

第3総会は，これらの「自治の発展を歓迎」すると同時に，「情報の送付が不

必要と考えられる地域の憲法上の地位および状態を最大限6ヵ月内に事務総

（48）　Reperto町。f　United　Nations　Practice，oP．cit一，P．67．

　1947年に情報が停止された地域。

　R6union（仏），Ma1ta（米），St．Piene　and　Mique1on（仏），F正ench　Guiana（仏），

　Guadaloupe（仏），M趾t王nique（仏），Panama　C呂mI　Z㎝o（米），

　Fren・h　Estab王ishment三n　O・・乱nia（仏），New　CaIed㎝i・（仏）。

　1948年に情報が停止された地域。

　French　Establishment　in　Indi乱（仏），Indo－China（仏）。
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長に通告する」ことを施政国に要請する決議を行なった〔総会決議222（皿）〕。

また同決議は，その通告中に一本国政府と当該地域の憲法上の関係および当該

地域の憲法等を含めるよう求めたのである。すなわち，施政国が単に形式的

た自治を非自治地域に与えて，第11章の義務から免がれようとすることを防

止しようとしたのである。しかし，この決議は，施政国が情報送付を停止す

る場合に，それを説明する文書の提出を求めているにすぎたいのであって，

それが妥当か否かの審議手続については触れてはいない。

　1949年の第4総会において，情報提出を停止した諸国は次のように主張し

た。それは11〕非自治埠域が自治を達成したか否かの決定は施政国の排他的管

轄権に属するものである一2〕本国憲法内である・程度の自治が認められれば，

情報提出の停止が考えられるべきである。13〕非自治地域が，対外的事項を完

全に管理していたくとも，対内的事項の行為に責任を有する場合には，施政

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（49）
国は対内的事項に関する情報を提出する権限がたい，というものであった。

この主張と，総会が非自治堆域の性質を決定する権限を有しているのであり，

憲章の発効とともに非自治地域と施政国の関係は国際社会の範囲内にあるの

である，という主張とが対立した。この第4総会は，「情報を送付する義務が

存在する地域の列挙に関して当該加盟国を指導しあるいは将来指導する原則

について意見を表明することは総会の責任内にある」と決議した〔総会決議

334（］V）〕。ここでは，非自治地域が自治を達成したか否かの決定についての

総会の権隈を明確に確認しておらず，単に原則について意見を表明すること

に限られている。また同決議は，当該地域の住民が十分自治を達成した地域

であるか否かを決定する場合に考慮さるべき要因の調査を特別委員会に求

め，ここに自治基準確定のための活動が始められたのである。

　この要因の調査が完了するまでに，オランダは，蘭領ニュー・ギニアを除

き，蘭領インド諸島の主権はインドネシア共和国に移譲したことから，今後

（49）　Repeエtory　of　Un王ted　Nations　Pract土。e，op．cit．，p．671

　　　　　　　　　　　　　　　（14）



　　　　　　　　　　　　（50）
情報を提出したいと通告した。第5総会は，インドネシアが完全な独立を達

成し国連加盟国とだったことを注目し，オランダ政府の情報停止の通告を了

承したのである〔総会決議独8（V）〕。この場合，新国家の憲法を審議しなか

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（51）
ったが，その独立は国連加盟という事実で完全なものと考えられたのである。

また同決議は，将来事務総長に送付される情報停止の通告を，特別委員会が

それを審議し総会に報告するよう決定した・ここでは自治を達成したか否か

に関する国連の審査手続が設けられたことを示している・

　1951年に特別委員会は，自治達成基準に関する要因のリストを提出し，同

年総会は暫定的リストとしてこれを採択した。さらに要因は第6および第7

総会によって設けられた二つのr要因に関するアド・ホック委員会」によっ’

て研究され，第8総会は非自治地域が第11章の範囲にもはや属さなくなった

か否かを決定する場合に総会と施政国によって使用されるべき要因のリスト

を採択した。この要因のリストには，自治の形態として，11〕独立の達成，12〕

他の形態の自治，（3〕本国あるいは他国との平等な地位に立つ連合，の三つを

認め，それぞれに自治達成の要件を設けたのであ札サンフランシスコ会議

で自治は独立を排除するものではたいことが了解されてはいたものの，これ

によって信託統治制度の目的と同様に非自治地域の目的に独立が含まれるこ

とが明確化したのである。

　以上の手続および基準がまずとられたのは，フエルト・リコに対してであ

った。1953年米国が情報提出を停止すると通告したフエルト・リコに関し，

総会はフエルト・リコ人民は自治を達成したものと認め，情報提出の停止を

　　　　　　　　　　　　（52）
承認した〔総会決議748（W）〕。しかし，すべての国家がフエルト・リコの自

（50）R．p戸rtory　of　Unit．d　N．tions　Pエ日。tice，op．c王t一，p．82。たおオランダの通告は1950年

　6月29目に行なわれた。

（51）　Progress　of　the　Non－SoIf－Governing　Tef正itories．p．lO．under　the　Ch3rter，op．oit．，

（52）米国は「プエルトリコ自治国」（Commonwealth　of　Puerto　Ri・o）を設定する新憲法が

　1952年7月25日発効したことから、情報停止の通告を！953年1月19口および3月30日に事務総

長に提出した。Progres昌。f　the　Non－Self－Govem1ng　Ter｝itor1es　under　the　Ch趾ter，op．

　・it一，PP一可一12参照。
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治達成を歓迎したのではない。例えば，インドはフエルト・リコの現在の地

位は，独立のあるいは完全た自治国の要因に符合するものではたいと主張し
（53）

た。フエルト・リコの自治の達成が，総会で承認されたといえども，賛成26，

反対11，棄権19とかたり不賛成が多かったのである・

　1954年，デンマークは，グリーンランドが1953年の憲法改正により，デン

マークの他の地域と同等の憲法上の地位を有するデンマーク領土の構成部分

になった結果，グリーンランドに関する第11章の下の責任は終了したものと

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（54）
して，情報提出を停止すると事務総長に通告した。第9総会は，グリーンラ

ンド人民が自己の自決の権利を行使したことを認めて情報提出の義務が終っ

たことを認めた〔総会決議849（1X）〕。

　また1951年蘭領アンチル列島およびスリナムに関し，オランダ政府は新憲

法によってオランダと同地域とは対等の位置を占めるにいたったと事務総長
　　　　（55）
に通告した。この地域に対する総会の承認は，憲法上の変更の完了が遅れて

いたことから，ユ955年まで与えられたかった〔総会決議945（X）〕。

　また1959年米国は，アラスカ，ハワイが合州国の州とだったことから，情

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（56）
報停止の通告を行なったに対し，第14総会はそれを認可した〔総会決議1469

（XlV）〕。

　このように国連は非自治地域の自治の達成に承認を与えてきた・しかしイ

ンドネシアの場合を除いてすべて独立以外の自治め形態をとっている。1955

年に一モロッコとチュニジアが独立し，1957年にはガーナ，マラヤが独立した。

しカニし独立の場合には，施政国から情報停止の通告はされなかった。特に独

（53）Yearbook　of　United　N3ti㎝・，1953，p1534、フェルト・リコは植民地独立付与宣言の

対象とたる地域であるか否かに関して，現在「植民地独立付与宣言履行独別委員会」で争われ

　ている。

（54）　Reportory　of　United　Natiops　Pfacti㏄．op・cit・，p・84・

（55）　Pro9工e昌s　of　the　Non－S巳1f－Gove土ning　T巳rritorie冨under　the　Ch航te正，oP，cit一，PP・

　13－15．

（56）Denys　P．Myer昌，Admission　of　the－territories　of　A1日sk日md　H日w日ii　as　St日tes　of

the　United　States　of　America－tre3tment　of　other　non－se旺一gov巳mi］ユg　te肛jtoエies，A・

J．I．L．，vol，5ヰ，1960参照。
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立以外の自治の達成の場合，総会による審査は大きな意味をもつ。例えばフ

ランスは，仏領ソマリーランドおよびコモロ諸島に関する情報を一方的に停

止したが，1965年5月r植民地独立付与宣言履行特別委員会」は仏領ソマリ

ーランドを植民地独立付与宣言の対象地域であると決定し，またコモロ諸島

に関しても現在同特別委員会で同様にその対象地域であるか問題に・なってい

　　　　（57）
るのである。CO11i盆rdの言葉を借りれば，r国家承認が，国家間の社会で行な

われるに反し，自治承認すなわち当該地域が憲章の意味で完全た自治に．到達

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（58）
したという確証は，総会の多数決から生じる」のである。

w　植民地独立付与宣言履行特別委員会

　1960年12月14日の総会でr植民地独立付与宣言」が採択された。それによ

れば，すべての人民は自決の権利をもっとし，「信託統治地域および非自治地

域，またはまだ独立を達成していたい他のすべての地域において，これらの

地域の住民が完全た独立と自由を享受しうるようにするため，たんらの条件

または留保もつけず，その自由に表明する意志および希望に従い，人種，信

仰または皮膚の色による差別なく，すべての権力をかれらに委譲するため，

早急な措置が講ぜられたければたらない」と声明している。このようた歴史

上画期的な宣言の履行を確保するため，33のA・A諸国の共同提案により，

1961年11月27日総会において，「植民地独立付与宣言履行特別委員会」が設置

された。この委員会の構成は17カ国からたり，信託統治理事会や非自治地域

情報委員会が施政国と非施政国と同数ずつで構成されるのに対して，ここで

はその均衡は捨てられているのである。また選出された施政国は，英国，米

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（59）
国およびオーストラリアの3カ国にすぎなかった。この特別委員会の任務は，

（57）拙稿，非自治地域の確定（II〕，神戸外大論叢、第ユ9巻第1号（昭和43年），107～110頁＆

　115頁。

（58）　CIaude　A1bert　Coui趾d，Lu　CoIIectivit6Autonome　en　droit　intem日tiona！Pub1ic

　et　dans　la　P正丑tique　de　la　Ch趾te　de　r0．N．U．Annuaire　Ffan写ais　de　Droit　intema－

　tion目玉，　1958，p．23．。
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宣言の実施状況を検討し，宣言履行の度合と範囲に関して提案および勧告を

だし，第17総会に報告することであった。このために委員会は，その機能遂

行上とられる手続と方式の枠内で，委員会の利用しえるあらゆる手段を採用

することが認められ，また国連本部以外の場所に篤いても会議を開くことが

認められた。さらに総会は，信託統治理事会，非自治地域情報委員会および

関係する専門機関に対し，特別委員会を援助するよう要請したのである。

　特別委員会は，1962年2月20日その事業を開始し，まず事業方法と手続問

題の審議にかかった。ここで大きく問題にだったことは，信託統治地域だけ

でたく，非自治地域をも扱う手の特別委員会で，信託統治制度で認められて

いる請願，現地視察を認めるか否かということであった。さらに個別に地域

を審議すべきか否かということであった。米国は，第73条に請願や視察団に

関する規定はないと反対し，また委員会の最終的勧告では個々の地域につい
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（60）
てでたく，事態の一般的傾向を扱うべきと主張した。また英国も，施政国の

同意がたければ，請願者の聴聞および視察団の派遣はなされるべきではたい，

またに地域を個別に審議されるべきではないとして，一定の範嬢ごとにある

いは地方ごとにたされるべきと主張し，施政に干渉するようたことがあれば

　　　　　　　　　　　　　　　　　（61）
委員会に協力したいであろうと主張した。

　しかし，特別委員会は，請願者の聴聞および書面による請願の受理を行な

うことを決めたのである。そして委員会は請願を扱う小委員会を設置し，請

　　　　　　　　　　　（62）
願の受理を始めたのである。また委員会は視察団の派遣をもし必要た場合考

慮することを決めたのである。1963年には，特別委員会はアデンを視察する

（59）特別委員会の構成は次のとおりであ孔オーストラリア，カンボジア，エチオピア，イソ

　ド，イタリア，マダガスカル，マリ，ポーランド，シリア，タンガニイカ，チュニジア，ソ違，

英国，米国，ウルグアイ，ヴェネズェラ，ユーゴスラヴィア。

（60）　Report　of　the　Special　Commi杭ee　on　the　situation　with士eg目rd　to　the　Implemen一

．t3tion　of　the　Dec正aration　on　the　Grmting　of　Independence　to　Co1oniaI　Co口ntries

and　Peoples－A／5238．1962．p．11、

（61）　ibid、，P112．

（62）　ibid．，pp・41－4ク．
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ために小委員会を派遣しようとした。しかし施政国の反対にあい，アデンの

　　　　　　　　　　　　　（63）
隣国で請願者に会ったのであ机このように，植民地一般に対して，信託統

治制度で認められているものと同様な措置がとられるようにたったといえど

も，このようた措置は，信託統治制度の場合と異たり，憲章上の根拠がたい1

関係から，特別委員会の活動にはかなり限界があることは認めたければたら

　　　　　（64）
ないであろう。また委員会は，施政国に送付される質問書（Question・ir・）を

作成することを決めた。さらに委員会は，宣言の履行状況を確かめるために，

信託統治地域，非自治地域あるいは独立を達成していたい地域を施政するす

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（65）
べての国家に質問書を送付することを決めたのである。その質問書には，当

該地域の政治的地位，政治組織，原住民への権限移管や独立の日程等の政治

・憲法上の分野が含まれているのである。

　特別委員会が総会に提出した報告には，12地域の宣言履行状況が含まれて

おり，南西アフリカ以外すべて非自治地域のそれであった。第17総会は，特

別委員会のとった方法を承認し，その構成を24カ国に拡大した。また総会は，

1962年にはr南西アフリカ特別委員会．」とrポルトガル領特別委員会」を，

1963年にはr非自治地域情報委員会」を解散し，その任務を当特別委員会に

ひきつがせ，今や特別委員会は植民地問題を扱う中心的た機関となったので
　（66）
ある。

　以上本稿において，非自治地域制度を信託統治制度との比較に視点をおき

ながら，国連の監督機能を眺めたのであるが，ポルトガル領問題，南冒一デ

シア問題等の具体的ケースからも考慮されなければたらたい。これらに関し

ては次稿以下で見ていくこととする。

（63）　Un王ted　Nations　Review，vo｝．ユ0，No．7．1963，p．39．

（64）E日畑茂二郎，間際法の話，前掲書，153山ユ55頁。

（65）　A∫AC．i06／6．1962，p．1．

（66）　The　Un王ted　Nations　and　Deco1oni居ation，United　N日tions，ユ965，PP，5－6．一方信

託統治理事会は一962年に毎年二回の通常会期を一度にすることにし，また常設請願委員会を

廃止した。Repo・t　of　th・Tm・te・・hip　Counci1，Supplement　No・4（A’5204），1961－1962，

P．1；Rules　of　Procedure　of　the　T正u宮teoship　Council，下川Rev－6参照。
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